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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第25期

第２四半期累計期間
第26期

第２四半期累計期間
第25期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年９月30日

自平成25年４月１日
至平成25年９月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（千円） 7,200,061 7,305,656 14,382,186

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
209,990 △33,693 362,483

四半期（当期）純利益又は四半期純

損失（△）（千円）
111,524 △36,026 154,096

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 1,436,072 1,451,119 1,439,906

発行済株式総数（株） 3,840,200 3,867,100 3,847,800

純資産額（千円） 4,787,438 4,769,631 4,805,700

総資産額（千円） 17,940,895 17,470,491 17,916,636

１株当たり四半期（当期）純利益金

額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円）

29.06 △9.32 40.11

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
28.88 － 39.84

１株当たり配当額（円） 7.00 3.50 14.00

自己資本比率（％） 26.5 27.1 26.6

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
846,634 150,548 1,649,627

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△203,768 △121,257 △754,478

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△621,593 △128,770 △964,578

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高（千円）
418,725 228,542 328,021
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回次
第25期

第２四半期会計期間
第26期

第２四半期会計期間

会計期間
自平成24年７月１日
至平成24年９月30日

自平成25年７月１日
至平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額（円） 13.91 7.80

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第26期第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

　

２【事業の内容】

  当第２四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）において、当社及び当社の関係会社が営

む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）において、新たな事業等のリスクの発

生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間（自　平成25年７月１日　至　平成25年９月30日）において、経営上の重要な契約等の決定

又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

 (1) 業績の状況

　当第２四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）における我が国経済は、各種政策の効

果が発現するなかで、景気回復の動きが見られました。

 一方、当スポーツクラブ業界は健康ビジネスの需要拡大を背景として、緩やかながら回復の兆しが見え始めてい

るものの、企業間の競争により依然として厳しい経営環境にあります。

  このように新規会員の獲得が厳しい経営環境の中、当社では各種キャンペーンを実施し休館日を利用した体験会

等を行って会員の獲得に努めてまいりました。さらに、会員の定着を図るため新規入会者向け初期対応の強化や新

規プログラムの導入、大江戸ウォーク等の各種イベントを実施し、品質維持向上のための人材育成等も積極的に

行ってまいりました。

　また、京都大学の山田助教との共同研究として、平成25年６月より７店舗の倶楽部100®所属顧客を対象に、サル

コペニアの検査を実施しデータを解析、同年８月より高齢者の転倒予防に特化した集団プログラムを一部店舗に導

入しました。さらに、７店舗を対象とした倶楽部100®沿線セミナーにおいて山田助教よりサルコペニアについての

講義を実施しました。なお、倶楽部100®とは健康で生きがいのある人生を送りたい方が集うクラブ内サークルで

す。その他、地域への貢献として当社施設の近隣の小学校及び中学校で水難事故に遭遇した場合を想定した「着衣

泳」の指導を行いました。施設面では、平成25年８月に「メガロス柏店（千葉県柏市）」のリニューアル工事を実

施し、設備の入替えや、トレーニングマシンの刷新等を行い、店舗のクオリティの向上に努めてまいりまし

た。　　

　また、平成25年５月に「メガロス相模大野店（神奈川県相模原市）」をオープンし、店舗数は平成25年９月30日

現在、首都圏に25店舗、静岡県に１店舗、愛知県に１店舗、合計27店舗となりました。

 以上の結果、会員数は平成25年９月30日時点で前年同期比1,796名増加し139,857名となり、当第２四半期累計期

間の売上高は7,305百万円（前年同期比1.5％増）となりましたが、業績の回復に努めているなかで、広告宣伝費の

増加及び水道光熱費の継続的な単価上昇、また、メガロス相模大野店の新規出店に伴う開業経費の負担により、経

常利益は△33百万円（前年同期比243百万円減）、四半期純利益は△36百万円（前年同期比147百万円減）となりま

した。
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①部門別売上高の状況

　部　門

　当第２四半期累計期間
（自　平成25年４月１日　　
　　至　平成25年９月30日）

　金額（千円） 　構成比（％） 前年同期比（％）　

フィットネス部門 4,842,652  66.3 ＋2.1

 スイミングスクール 827,676  11.3 ＋3.4

 テニススクール 532,331  7.3 △2.0

 その他スクール 288,848  4.0 △0.0

スクール部門合計 1,648,856  22.6 ＋1.0

プロショップ部門 397,346  5.4 ＋1.4

その他の収入（注）３ 416,800  5.7 △4.2

合　計 7,305,656  100.0 ＋1.5

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．割合については、小数点第２位を四捨五入しております。

３．スポーツクラブ施設に付帯する駐車料金、プライベートロッカー等の収入であります。

　

②部門別会員数の状況

　部　門

当第２四半期会計期間末
（平成25年９月30日現在）

会員数（名）　
（注）

前年同期比（名）　 前年同期比（％）　

フィットネス部門 98,129 1,658 ＋1.7

 スイミングスクール 24,142 619  ＋2.6

 テニススクール 11,166     △249 △2.2

 その他スクール 6,420     △232 △3.5

スクール部門合計 41,728 138  ＋0.3

合　計 139,857 1,796  ＋1.3

　（注）平成25年９月30日現在、在籍されている会員数です。

　

　  　

 (2) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期会計期間末（平成25年９月30日）における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高

は228百万円となり、前事業年度末と比較して99百万円の減少となりました。

　当第２四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）における各キャッシュ・フローの状

況とそれらの要因は次のとおりであります。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は150百万円（前年同四半期累計期間比696百万円減）の資金の増加とな

りました。これは主に、減価償却費を計上したことによるものであります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は121百万円（同82百万円増）の資金の減少となりました。これは主に、

有形固定資産を取得したことによるものであります。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は128百万円（同492百万円増）の資金の減少となりました。これは主

に、ファイナンス・リース債務を返済したことによるものであります。

 

 (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）において、当社が対処すべき課題に

ついて重要な変更はありません。

 

 (4) 研究開発活動

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社メガロス(E05718)

四半期報告書

 5/24



 

 (5) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

 当社の売上高は、会員からの会費収入に大きく依存しており、新規入会者の獲得及び会員定着率の向上により

会員数を確保することが重要であります。その為に、既存店では定期的なリニューアル工事の実施や、質の高い

サービスの提供を行うための人材の確保と育成に力を入れております。

　また、売上を大きく伸ばしていくためには、新店の出店が欠かせません。情報力の強化を図り、厳選した立地

に新規出店を継続してまいります。

 

 (6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

　(2)「キャッシュ・フローの状況」をご参照下さい。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 12,000,000

計 12,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数（株）

（平成25年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年11月13日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 3,867,100 3,875,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式

単元株式数

100株

計 3,867,100 3,875,000 ― ―

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成25年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

　

（２）【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 　①株式会社メガロス　2013年度第１回新株予約権

　決議年月日 平成25年７月24日

　新株予約権の数（個）　 79　

　新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―　

　新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　

　新株予約権の目的となる株式の数（株）　 7,900　

　新株予約権の行使時の払込金額（円）　 １株当たり１　

　新株予約権の行使期間　
自　平成26年８月19日
至　平成31年８月18日　

　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
　発行価格及び資本組入額（円）　

　　発行価格　1,412
　資本組入額　　706　

　新株予約権の行使の条件　 （注）１のとおり　

　新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決
　議による承認を要する。　

 代用払込みに関する事項 　―

　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　（注）２のとおり
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②株式会社メガロス　2013年度第２回新株予約権

　決議年月日 平成25年７月24日

　新株予約権の数（個）　 340　

　新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―　

　新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

　新株予約権の目的となる株式の数（株）　 34,000　

　新株予約権の行使時の払込金額（円）　

　　　　　　　　　　１株当たり1,488
　　但し、当該払込金額（以下「行使価額」という）
は　　
　　（注）３の定めにより調整を受けることがある。　

　新株予約権の行使期間　
自　平成27年８月19日
至　平成32年８月18日　

　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
　発行価格及び資本組入額（円）　

   発行価格　1,683
  資本組入額　 842　

　新株予約権の行使の条件　 （注）４のとおり　

　新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決
　議による承認を要する。　

 代用払込みに関する事項 　―

　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　（注）５のとおり

　

（注）１．①新株予約権の割当てを受けた者（以下「対象者」という）は、新株予約権の行使時まで継続して、当社の取

締役、監査役、相談役、顧問、理事、参与その他これらに準じる地位又は従業員の地位（以下総称して「要

件地位」という）にあることを要する。

②対象者が要件地位を喪失した場合、①にかかわらず、要件地位喪失日又は表中の「新株予約権の行使期間」

（以下「権利行使期間」という）の開始日のいずれか遅い日から１年が経過する日（但し、権利行使期間の

満了日までとする）までに限り、新株予約権を行使することができる。

③対象者が死亡したときは、その直前において、対象者が①の条件を満たしていた場合、又は②に基づき行使

することができた場合には、その相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することができる

（当該相続により承継した者を以下「権利承継者」という）。但し、権利承継者が行使することができる期

間は、①の場合は、対象者死亡の日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い日から１年が経過する日（但

し、権利行使期間の満了日までとする）までとし、②の場合は、対象者が②に基づき行使することができる

とされた期間と同一とする。

④権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。

⑤対象者又は権利承継者は割当てを受けた新株予約権を１回に限り行使することができるものとし、これを複

数回に分割して行使することはできない。

⑥新株予約権１個の一部についての権利行使はできない。

⑦その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。

２．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以下

総称して「組織再編行為」という）をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約

権（以下「残存新株予約権」という）の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する

株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会

社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又

は株式移転により設立する株式会社（以下総称して「再編対象会社」という）の新株予約権を以下の条件にて

交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。但

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割

契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
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再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、表中の「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は１株当たりの払込みをすべき金額を１円

とし、これに③に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとす

る。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い計算される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は切

り上げる。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)に記載の資本金等

増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。

⑧新株予約権の行使の条件

前記（注）１に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得に関する事項

以下に定める議案を目的事項とする株主総会の招集を取締役会が決議した場合（株主総会決議が不要の場合

は当該議案につき取締役会が決議した場合）又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合におい

て、取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権の全部又は

一部を無償で取得する。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりこれを定

める。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(4)当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の

定めを設ける定款変更の議案

(5)新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ

と若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得できることについて

の定めを設ける定款変更の議案

⑩新株予約権を行使した際に１株に満たない端数がある場合の取決め

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

　　　３．当社普通株式につき株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生

じる１円未満の端数は切り上げる。

また、当社がその発行する当社普通株式又はその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集

をする場合であって、払込金額が引き受ける者に特に有利な金額であるときは、次の算式により行使価額を調

整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。

前記の算式で使用する「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかか

る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式

数」を「処分する自己株式数」、「１株当たりの払込金額」を「１株当たり処分金額」と読み替える。
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前記のほか、当社は、株式又は新株予約権の無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合

には、当社が必要と認める行使価額の調整を行う。

４．①新株予約権の割当てを受けた者（以下「対象者」という）は、新株予約権の行使時まで継続して、当社の取

締役、監査役、相談役、顧問、理事、参与その他これらに準じる地位又は従業員の地位（以下総称して「要

件地位」という）にあることを要する。

②対象者は、新株予約権の行使時点で当社の就業規則に基づく諭旨解職若しくは懲戒解職の決定又はこれらに

準じる事由がないことを要する。

③対象者が要件地位を喪失した場合でも、要件地位喪失の理由が、定年退職、契約上限年齢到達による退職、

社命による退職、業務上の傷病による廃疾を主たる理由とする退職、やむを得ない事業上の都合による解雇

（整理解雇）、又はこれらに準じる理由による退任・退職であるときは、①にかかわらず、要件地位喪失日

又は表中の「新株予約権の行使期間」（以下「権利行使期間」という）の開始日のいずれか遅い日から１年

が経過する日（但し、権利行使期間の満了日までとする）までに限り、新株予約権を行使することができ

る。

④対象者が死亡したときは、その直前において、対象者が①及び②の条件を満たしていた場合、又は③に基づ

き行使することができた場合には、その相続人は当該新株予約権を相続し、新株予約権を行使することがで

きる（当該相続により承継した者を以下「権利承継者」という）。但し、権利承継者が行使することができ

る期間は、①及び②の条件を満たしていた場合は、対象者死亡の日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅

い日から１年が経過する日（但し、権利行使期間の満了日までとする）までとし、③の場合は、対象者が③

に基づき行使することができるとされた期間と同一とする。

⑤権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。

⑥対象者又は権利承継者は割当てを受けた新株予約権を２回を超える回数に分割して行使することができな

い。

⑦新株予約権１個の一部についての権利行使はできない。

⑧その他の条件については、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。

５．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以下

総称して「組織再編行為」という）をする場合、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約

権（以下「残存新株予約権」という）の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する

株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会

社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、又

は株式移転により設立する株式会社（以下総称して「再編対象会社」という）の新株予約権を以下の条件にて

交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付する。但

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割

契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、表中の「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。

④各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、表

中の「新株予約権の行使時の払込金額」の行使価額に準じて決定された金額に、③に従って決定される新株

予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとす

る。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い計算される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は切

り上げる。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)に記載の資本金等

増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。

⑧新株予約権の行使の条件

前記（注）４に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得に関する事項

以下に定める議案を目的事項とする株主総会の招集を取締役会が決議した場合（株主総会決議が不要の場合

は当該議案につき取締役会が決議した場合）又は株主から当該株主総会の招集の請求があった場合におい

て、取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権の全部又は

一部を無償で取得する。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりこれを定

める。

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2)当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案

(3)当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

(4)当社の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要する旨の

定めを設ける定款変更の議案

(5)新株予約権の目的である株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ

と若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得できることについて

の定めを設ける定款変更の議案

⑩新株予約権を行使した際に１株に満たない端数がある場合の取決め

新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

　　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　 該当事項はありません。　

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式
総数残高

（株）　　

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額

（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成25年７月１日～

平成25年９月30日　

（注）１

2,000 3,867,100 924 1,451,119 924 1,151,119

（注）１．新株予約権の行使による増加であります。

　　　２．平成25年10月１日から平成25年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が7,900株、

資本金及び資本準備金がそれぞれ4,333千円増加しております。
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（６）【大株主の状況】

 平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

野村不動産ホールディ

ングス株式会社
東京都新宿区西新宿一丁目26番２号　 2,103,600 54.40

ジャフコＶ２共有投資

事業有限責任組合
東京都千代田区大手町一丁目５番１号　 520,000 13.45

メガロス従業員持株会 東京都渋谷区恵比寿南二丁目４番４号　 273,500 7.07

ジャフコＶ２－Ｒ投資

事業有限責任組合
東京都千代田区大手町一丁目５番１号 24,000 0.62

高越　忠尚 神奈川県茅ヶ崎市 19,400 0.50

木皿儀　邦夫 東京都日野市 18,300 0.47

株式会社ジャフコ 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 16,800 0.43

ジャフコＶ２－Ｗ投資

事業有限責任組合
東京都千代田区大手町一丁目５番１号 11,200 0.29

水谷　賢治 奈良県奈良市 9,300 0.24

池上　義明 神奈川県川崎市麻生区 7,000 0.18

計 － 3,003,100 77.66
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成25年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式       200
－

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,866,700 38,667 同　上

単元未満株式 普通株式       200 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数           3,867,100 － －

総株主の議決権 － 38,667 －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式８株が含まれております。

　

②【自己株式等】

 平成25年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社メガロス

東京都渋谷区恵比寿

南二丁目４番４号
200 － 200 0.00

計 － 200 － 200 0.00

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

　役職の異動

　新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

常務取締役

（事業本部長嘱託）

常務取締役

（事業本部長嘱託、営業本部担当）
高越　忠尚 平成25年９月１日
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間（平成25年７月１日から平成25

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 328,021 228,542

預け金 28,857 30,353

売掛金 128,642 117,098

商品及び製品 151,886 125,217

前払費用 352,678 354,200

繰延税金資産 100,294 115,702

その他 7,945 5,611

貸倒引当金 △3,000 △3,700

流動資産合計 1,095,326 973,025

固定資産

有形固定資産

建物 15,036,651 15,140,924

減価償却累計額 △4,870,994 △5,226,048

建物（純額） 10,165,656 9,914,876

構築物 458,329 458,329

減価償却累計額 △252,368 △265,313

構築物（純額） 205,960 193,015

車両運搬具 14,968 14,968

減価償却累計額 △14,392 △14,680

車両運搬具（純額） 575 287

工具、器具及び備品 1,165,499 1,185,589

減価償却累計額 △886,100 △914,819

工具、器具及び備品（純額） 279,399 270,769

リース資産 1,606,025 1,707,988

減価償却累計額 △518,318 △613,213

リース資産（純額） 1,087,707 1,094,774

建設仮勘定 － 1,050

有形固定資産合計 11,739,299 11,474,773

無形固定資産

ソフトウエア 38,259 52,559

その他 43,201 40,465

無形固定資産合計 81,460 93,024

投資その他の資産

敷金及び保証金 4,436,441 4,377,481

長期前払費用 210,328 207,130

繰延税金資産 340,279 331,555

その他 13,500 13,500

投資その他の資産合計 5,000,549 4,929,668

固定資産合計 16,821,310 16,497,466

資産合計 17,916,636 17,470,491
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 54,582 53,514

1年内返済予定の長期借入金 3,250,000 3,550,000

リース債務 149,550 146,123

未払金 613,870 511,285

未払費用 235,858 215,959

未払法人税等 117,700 26,606

未払事業所税 51,393 27,190

未払消費税等 171,192 43,189

前受金 475,215 494,662

預り金 43,287 23,918

賞与引当金 101,787 97,865

役員賞与引当金 23,300 －

商品割引券引当金 1,151 1,668

資産除去債務 12,000 12,000

リース資産減損勘定 30,045 30,045

その他 194 80

流動負債合計 5,331,128 5,234,111

固定負債

長期借入金 5,725,000 5,400,000

リース債務 1,091,430 1,112,824

受入敷金保証金 63,102 63,102

資産除去債務 481,315 486,886

長期リース資産減損勘定 418,959 403,936

固定負債合計 7,779,807 7,466,749

負債合計 13,110,936 12,700,860

純資産の部

株主資本

資本金 1,439,906 1,451,119

資本剰余金 1,139,906 1,151,119

利益剰余金 2,191,800 2,128,840

自己株式 △207 △273

株主資本合計 4,771,405 4,730,806

新株予約権 34,294 38,824

純資産合計 4,805,700 4,769,631

負債純資産合計 17,916,636 17,470,491
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（２）【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

売上高 7,200,061 7,305,656

売上原価 6,212,348 6,451,344

売上総利益 987,713 854,312

販売費及び一般管理費
※ 676,256 ※ 796,694

営業利益 311,456 57,617

営業外収益

受取利息 12,958 12,044

その他 11,682 5,766

営業外収益合計 24,641 17,810

営業外費用

支払利息 116,875 106,886

その他 9,232 2,234

営業外費用合計 126,107 109,121

経常利益又は経常損失（△） 209,990 △33,693

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 209,990 △33,693

法人税、住民税及び事業税 82,688 9,016

法人税等調整額 15,776 △6,683

法人税等合計 98,465 2,332

四半期純利益又は四半期純損失（△） 111,524 △36,026
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

209,990 △33,693

減価償却費 541,085 533,313

固定資産除却損 7,989 1,770

貸倒引当金の増減額（△は減少） △800 700

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,361 △3,922

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 8,302 △23,300

受取利息及び受取配当金 △12,958 △12,044

支払利息 116,875 106,886

売上債権の増減額（△は増加） 13,737 11,543

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,496 26,668

仕入債務の増減額（△は減少） △15,158 △1,067

未払金の増減額（△は減少） △51,213 △110,242

未払費用の増減額（△は減少） 3,371 △20,446

前受金の増減額（△は減少） 43,651 19,446

未払消費税等の増減額（△は減少） 107,265 △128,002

預り金の増減額（△は減少） 1,116 △19,368

その他 97,326 5,196

小計 1,073,443 353,440

利息及び配当金の受取額 1,302 2,136

利息の支払額 △117,038 △106,339

法人税等の支払額 △111,073 △98,688

営業活動によるキャッシュ・フロー 846,634 150,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △282,064 △161,936

無形固定資産の取得による支出 △2,274 △28,664

敷金及び保証金の差入による支出 － △8,400

敷金及び保証金の回収による収入 80,569 77,742

その他 1 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △203,768 △121,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △500,000 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △83,342 △89,782

長期借入金の返済による支出 △25,000 △25,000

株式の発行による収入 5,921 13,011

自己株式の取得による支出 △21 △65

配当金の支払額 △19,151 △26,933

財務活動によるキャッシュ・フロー △621,593 △128,770

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 21,273 △99,479

現金及び現金同等物の期首残高 397,451 328,021

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 418,725 ※ 228,542
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【注記事項】

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

 

 

（四半期損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間

（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

広告宣伝費 42,443千円 43,321千円

役員報酬 36,900 42,800

役員賞与引当金繰入額 8,302 －

従業員給与賞与 249,317 298,010

賞与引当金繰入額 7,960 7,833

株式報酬費用 11,296 13,944

福利厚生費 56,665 64,180

旅費交通費 12,407 13,829

通信運搬費 14,942 16,691

器具・備品費 37,112 45,007

委託顧問費 80,454 84,290

不動産費 38,394 67,937

減価償却費 26,352 31,185

租税公課 21,134 21,654

貸倒引当金繰入額 2,402 3,700

貸倒損失 － 297

その他 30,170 42,011

 

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとお

りであります。

 
前第２四半期累計期間

（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

現金及び預金勘定 418,725千円 228,542千円

現金及び現金同等物 418,725 228,542
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

１．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月26日

定時株主総会
普通株式 19,151 5 平成24年３月31日 平成24年６月27日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間

　　末後となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年10月25日

取締役会
普通株式 26,880 7 平成24年９月30日 平成24年12月７日 利益剰余金

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）

１．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月25日

定時株主総会
普通株式 26,933 7 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間

　　末後となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年10月28日

取締役会
普通株式 13,534 3.5 平成25年９月30日 平成25年12月６日 利益剰余金

　

（金融商品関係）

　前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、注記の対象から除いております。

　

（有価証券関係）

　該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　金利スワップを行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いておりま

す。

 

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

　

（セグメント情報等）

前第２四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　平成

25年４月１日　至　平成25年９月30日）

【セグメント情報】

　当社はスポーツクラブ運営及びスポーツ用品等の販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略してお

ります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期累計期間

（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日）

(1) １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四

半期純損失金額（△）
29円06銭 △9円32銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
111,524 △36,026

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純

損失金額（△）（千円）
111,524 △36,026

普通株式の期中平均株式数（株） 3,837,513 3,862,953

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 28円88銭 －

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 23,811 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

　株式会社メガロス 2012年度

第２回新株予約権(新株予約権

の数280個)。

　　

－

（注）当第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するもの

の１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。　

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 
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２【その他】

平成25年10月28日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ) 配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・13,534千円

(ロ) １株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・3円50銭

(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・平成25年12月６日

(注)　平成25年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成25年11月13日

株式会社メガロス

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 藤井　義博　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 竹之内　和徳　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社メガロ

スの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第26期事業年度の第２四半期会計期間（平成25年７月１日から平成25

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社メガロスの平成25年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別

途保管しております。

 ２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

　

EDINET提出書類

株式会社メガロス(E05718)

四半期報告書

24/24


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期財務諸表
	（１）四半期貸借対照表
	（２）四半期損益計算書
	第２四半期累計期間

	（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

